
家
屋
の
確
認
調
査
を

行
っ
て
い
ま
す

安
全
な
道
路
の
た
め
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

町
で
は
、
公
平
で
適
正
な
課
税
を
行

う
た
め
に
、
定
期
的
に
町
内
を
巡
回
す

る
ほ
か
、
家
屋
表
題
登
記
、
建
築
確
認

申
請
、
航
空
写
真
を
利
用
し
、
新
増
築

ま
た
は
滅
失
さ
れ
た
家
屋
の
調
査
を

行
っ
て
い
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

【
家
屋
が
新
増
築
さ
れ
て
い
る
場
合
】

課
税
対
象
と
な
る
場
合
は
、
家
屋
調

査
を
お
願
い
す
る
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

な
お
、
現
況
が
よ
く
確
認
で
き
な
い

場
合
は
、
直
接
訪
問
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

【
家
屋
が
滅
失
さ
れ
て
い
る
場
合
】

調
査
に
よ
り
家
屋
の
滅
失
を
確
認
し

た
場
合
、
原
則
と
し
て
、
滅
失
を
確
認

し
た
翌
年
度
の
課
税
台
帳
か
ら
削
除
し

ま
す
。
な
お
、
家
屋
を
取
り
壊
し
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
滅
失
証
明
書
等
が
あ

る
場
合
は
、
取
り
壊
し
た
翌
年
度
の
課

税
台
帳
か
ら
削
除
し
ま
す
の
で
、
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

〈
住
民
の
皆
さ
ん
へ
の
お
願
い
〉

毎
年
郵
送
す
る
固
定
資
産
税
納
税
通

知
書
の
内
容
と
家
屋
の
現
状
に
相
違
等

が
あ
る
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
過
年
度
に
建
築
さ
れ
た
家
屋

に
つ
い
て
は
、
原
則
、
調
査
し
た
年
度

を
含
ん
で
最
大
5
年
間
さ
か
の
ぼ
っ
て

課
税
と
な
り
ま
す
。

▼
問
合
せ　

税
務
課
資
産
税
係
・
全
棟

調
査
係
☎
72 

６
９
０
５

道
路
や
歩
道
に
樹
木
等
が
は
み
出
し

て
い
る
と
人
や
車
の
通
行
に
支
障
が
あ

り
危
険
で
す
。
樹
木
は
土
地
所
有
者
に

所
有
権
が
あ
る
た
め
、
樹
木
が
原
因
で

事
故
が
発
生
す
る
と
、
土
地
の
所
有
者

に
管
理
責
任
が
問
わ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

次
の
よ
う
な
状
況
、
ま
た
は
そ
の
状

況
に
な
る
恐
れ
の
あ
る
土
地
所
有
者
の

方
は
、
樹
木
の
枝
切
り
等
を
お
願
い
し

ま
す
。

・
通
行
に
支
障
の
あ
る
高
さ
ま
で
、
道

路
上
空
に
枝
が
繁
茂
す
る

・
枯
れ
木
が
道
路
へ
倒
れ
る

・
折
れ
枝
、枯
れ
枝
が
道
路
へ
落
下
す
る

・
竹
木
が
繁
茂
し
道
路
へ
は
み
出
す

※
道
路
に
穴
が
開
い
て
い
る
な
ど
危
険

な
状
態
を
見
つ
け
た
場
合
に
も
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ

○
町
道
等
に
影
響
が
あ
る
場
合

建
設
課
維
持
管
理
係
☎
72 

６
９
１
４

○
一
般
国
道
２
９
４
号
・
県
道
に
影
響

が
あ
る
場
合

大
田
原
土
木
事
務
所
保
全
管
理
課

☎
０
２
８
７
‐
2
3
‐
６
６
１
３

ク
ロ
ス
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
と
は
、
水
道

管
（
給
水
装
置
）
と
そ
の
他
の
目
的
の

管
が
直
接
連
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い

い
ま
す
。
ま
た
、
水
道
水
と
井
戸
水
等

を
必
要
に
応
じ
て
バ
ル
ブ
で
切
り
替
え

て
使
用
す
る
こ
と
も
同
様
で
す
。

【
そ
の
他
の
目
的
の
管
の
例
】

井
戸
水
、
農
業
用
水
道
、温
泉
、雨
水

等
の
貯
留
水
・
貯
水
槽
以
降
の
配
管
等

〇
ク
ロ
ス
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
が
禁
止
に

な
っ
て
い
る
理
由

水
道
管
と
そ
の
他
の
目
的
の
管
が
接

続
さ
れ
て
い
る
と
、
バ
ル
ブ
の
故
障
や

操
作
不
良
等
に
よ
り
井
戸
水
等
が
水
道

本
管
へ
逆
流
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

逆
流
し
た
水
が
汚
染
さ
れ
て
い
た
場
合
、

周
辺
の
家
庭
で
飲
用
に
適
さ
な
い
（
消

毒
さ
れ
て
い
な
い
）
危
険
な
水
を
飲
ん

で
し
ま
う
だ
け
で
な
く
、
最
悪
の
場
合

は
水
道
管
の
水
が
汚
染
さ
れ
、
広
範
囲

に
健
康
被
害
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
水
道
水
の
安
全
性
を
確

保
す
る
公
衆
衛
生
上
の
観
点
か
ら
、
ク

ロ
ス
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
は
水
道
法
に
よ
り

固
く
「
禁
止
」
さ
れ
て
い
ま
す
。

〇
ク
ロ
ス
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い

る
場
合

速
や
か
に
、
町
指
定
給
水
装
置
工
事

事
業
者
へ
直
接
依
頼
し
、
水
道
管
と
そ

の
他
の
目
的
の
管
を
切
り
離
し
て
く
だ

さ
い
。

な
お
、
切
り
離
し
工
事
に
要
す
る
費

用
は
個
人
負
担
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

ク
ロ
ス
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
そ
の
ま
ま
放

置
し
た
場
合
、
大
量
の
水
道
水
が
井
戸

等
に
流
れ
込
み
、
高
額
な
水
道
料
金
が

請
求
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
速

や
か
に
対
応
し
て
く
だ
さ
い
。

ク
ロ
ス
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
が
発
見
さ
れ

た
場
合
、
罰
則
を
科
せ
ら
れ
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
　
上
下
水
道
課
水
道
施
設
係

☎
72 

６
９
２
０
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家屋を新築などで取得した方へ
主に令和２年中に家屋を新築、増築または改築により取得した方に、７月８日（木）付けで「不動産

取得税納税通知書」を送付します。金融機関の窓口等、納税通知書に記載の場所で納付してください。
■納期限　７月３０日（金）
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ク
ロ
ス
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン

は
水
道
法
で
固
く
「
禁

止
」さ
れ
て
い
ま
す

クロスコネクションの例


